
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
所
得
税
ま

た
は
住
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

国
民
健
康
保
険
税
で
は
、
一
定
の
所

得
金
額
以
下
の
世
帯
に
対
し
て
、
均
等

割
額
及
び
平
等
割
額
を
減
額
す
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。

・
４
割
が
減
額
さ
れ
る
場
合

世
帯
の
総
所
得
金
額
が
33
万
円
を
超

え
、
か
つ
、
33
万
円
に
被
保
険
者
（
世

帯
主
を
除
く
）
１
人
に
つ
き
24
万
５
千

円
を
加
算
し
た
金
額
以
下
の
世
帯

・
６
割
が
軽
減
さ
れ
る
場
合

世
帯
の
総
所
得
金
額
が
33
万
円
以
下
の

世
帯

70
歳
以
上
の
高
齢
者
の
か
た（
国
民

健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
ま
た
は
老
人

保
健
医
療
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
か

た
）は
、
所
得
に
よ
っ
て
自
己
負
担
割
合

や
自
己
負
担
限
度
額
が
異
な
り
ま
す
。

高
額
療
養
費
の
支
給
の
場
合
、
国
民

健
康
保
険
加
入
者
及
び
世
帯
主
の
か
た

の
う
ち
、
未
申
告
の
か
た
が
い
る
と
上

位
所
得
と
み
な
さ
れ
、
支
給
額
が
少
な

く
な
り
ま
す
。

入
院
す
る
と
１
食
あ
た
り
２
６
０
円

の
食
事
代
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る

場
合
、
申
請
に
よ
り
「
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」
が
交
付
さ
れ
、
医
療
機
関

窓
口
で
支
払
う
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

い
ず
れ
の
場
合
も
次
の
点
に
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

※
世
帯
主
（
擬
制
世
帯
主
を
含
む
）
及

び
被
保
険
者
（
16
才
未
満
の
か
た
を
除

く
）
全
員
の
申
告
が
必
要
で
す
。

※
前
年
の
所
得
が
全
く
な
か
っ
た
か
た

や
、
障
害
年
金
な
ど
の
非
課
税
所
得
の

み
の
か
た
に
つ
い
て
も
、
そ
の
旨
の
所

得
の
申
告
が
必
要
で
す
。

問
合
せ
先

保
険
年
金
課
　
国
民
健
康

保
険
税
係
・
国
民
健
康
保
険
給
付
係

内
線
１
４
２
・
１
４
７
・
１
４
８

年
金
に
関
す
る
疑
問
に
お
答
え
し
ま
す
。

Ｑ

年
金
の
こ
と
に
つ
い
て
社
会
保
険

事
務
所
に
相
談
に
行
き
た
い
の
で
す

が
、
混
雑
し
て
い
て
待
ち
時
間
が
長
い

と
聞
き
ま
す
。
仕
事
を
し
て
お
り
、
時

間
が
な
い
た
め
な
か
な
か
行
く
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
よ
い
方
法
は
な
い
で
し

ょ
う
か
？

Ａ

社
会
保
険
事
務
所
で
は
日
中
や
平

日
お
忙
し
い
か
た
の
要
望
に
よ
り
、
毎

週
月
曜
日
（
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は

火
曜
日
）
は
夜
７
時
ま
で
時
間
を
延
長

し
年
金
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
毎
月
「
第
二
土
曜
日
」
は
午
前
９

時
30
分
か
ら
午
後
４
時
ま
で
、
年
金
相

談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
社
会
保
険
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
て
社
会
保
険
事
務
所
の
混
雑
状
況
を

掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
参
考
に
し
て
く

だ
さ
い
。（http://w

w
w
.sia.go.jp

）

年
金
の
相
談
に
出
か
け
る
と
き
は
、

年
金
番
号
や
、
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確

認
で
き
る
も
の
を
必
ず
お
持
ち
く
だ
さ

い
。

【
例
】

・
年
金
手
帳（
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
）

・
年
金
証
書(

年
金
受
給
者
の
場
合
）

・
年
金
振
込
通
知
書

・
国
民
年
金
保
険
料
納
付
案
内
書

そ
の
他
、
社
会
保
険
事
務
所
な
ど
か
ら

送
付
さ
れ
た
書
類
が
あ
る
場
合
、
一
緒

に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
相
談
方
法
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

電
話
に
よ
る
相
談

基
礎
年
金
番
号
や
年
金
コ
ー
ド
を
お

伺
い
し
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
年
金

手
帳
や
年
金
証
書
等
を
用
意
し
て
く
だ

さ
い
。

春
日
部
社
会
保
険
事
務
所

０
４
８
（
７
３
７
）
７
１
１
１

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

①
年
金
を
受
け
る
手
続
き
な
ど
の
相
談

０
５
７
０
（
０
５
）
１
１
６
５

②
年
金
を
受
け
て
い
る
か
た
の
相
談

０
５
７
０
（
０
７
）
１
１
６
５

手
紙
で
の
相
談

基
礎
年
金
番
号
、
住
所
、
氏
名
、
生

年
月
日
、
電
話
番
号
、
相
談
内
容
を
記

入
し
、
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
に
送

付
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
内
容
は
、
具
体
的
に
整
理
し
て

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

〒
１
６
８
│
８
５
０
５

東
京
都
杉
並
区
高
井
戸
西
３
│
５
│
24

「
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
　
中
央
年

金
相
談
室
」

Ｑ
　
年
金
相
談
に
行
き
た
い
の
で
す

が
、
高
齢
の
た
め
、
社
会
保
険
事
務
所

に
行
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
何
か
よ

い
方
法
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

Ａ

年
金
の
相
談
は
、
本
人
の
依
頼
が

あ
れ
ば
家
族
や
友
人
の
か
た
で
も
窓
口

で
相
談
で
き
ま
す
。
本
人
の
年
金
手
帳

や
年
金
証
書
、
本
人
か
ら
の
依
頼
状
、

来
庁
す
る
か
た
の
身
分
証
明
書(

運
転

免
許
証
等
）
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

依
頼
状
は
特
に
定
め
た
様
式
は
あ
り

ま
せ
ん
。
次
の
内
容
を
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

・
本
人
の
基
礎
年
金
番
号

・
本
人
の
住
所
、
氏
名
（
押
印
）、
生

年
月
日

・
依
頼
内
容

・
本
人
が
出
向
け
な
い
理
由

・
来
庁
す
る
か
た
の
住
所
、
氏
名

・
本
人
と
来
庁
す
る
か
た
の
関
係

窓
口
相
談
の
ほ
か
、
電
話
相
談
、
手

紙
の
相
談
も
行
っ
て
お
り
ま
す
。

問
合
せ
先

春
日
部
社
会
保
険
事
務
所

０
４
８
（
７
３
７
）
７
１
１
１

62006．5

◎
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額

を
受
け
る
と
き

◎
高
齢
者
の
か
た
の
負
担
区

分
な
ど
を
判
定
す
る
と
き

◎
ひ
と
月
の
医
療
費
が
高
額

に
な
っ
た
と
き

◎
入
院
時
食
事
代
を
支
払
う

と
き

～所得がなくても毎年所得の
申告が必要な場合があります～

６割減額し

た後の額

8 , 4 0 0円

7 , 9 2 0円

4 , 3 2 0円

４割減額し

た後の額

1 2 , 6 0 0円

1 1 , 8 8 0円

6 , 4 8 0円

減額がない

場合

2 1 , 0 0 0円

1 9 , 8 0 0円

1 0 , 8 0 0円

被保険者1人あたり

（均等割）

１世帯あたり

（平等割）

１人あたり

（均等割）

医
療
分

区　　分

介
護
分

減額後の均等割額と平等割額
（年額）


